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介護予防・日常生活支援総合事業第 1 号重要事項説明書 

（介護予防訪問介護相当サービス） 

 

 あなたに対する介護予防訪問介護相当サービスの提供開始にあたり，当事業所があな

たに説明すべき重要事項は，次のとおりです。 

 

１．事業者(法人)の概要 

事業者名称（法人名）  社会福祉法人三原市社会福祉協議会 

所 在 地  広島県三原市城町一丁目２番１号 

代 表 者 名  会 長   馬越 豊文 

電 話 番 号  ０８４８－６３－０５７０ 

設 立 年 月 日  平成１７年４月１日 

 

２．事業所の概要 

事業所名称（指定番号）  

平成１７年４月１日指定  

三原市社会福祉協議会ヘルパーステーション久井 

  （広島県指定事業所番号３４７４１００１７３） 

サ ー ビ ス の 種 類  第 1 号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス） 

事 業 所 の 所 在 地 

 ヘルパーステーション久井 

広島県三原市久井町和草１９０６番地１ 

    三原市久井保健福祉センター内 

出張所だいわ 

広島県三原市大和町和木 1５３８番地の１ 

    三原市大和保健福祉センター内 

電  話  番  号 
  ０８４７－３２－７１０１ 

 （出張所だいわ ０８４７－３４－１２１５） 

管 理 者  
石田 洋史 

（社会福祉法人三原市社会福祉協議会久井地域センター長） 

開 設 平成１８年４月１日 

通常の事業の実施地域 三原市久井町，八幡町，大和町 

 

３．事業の目的と運営方針 

事業の目的 

要介護状態にある利用者が，その有する能力に応じ，可能な限り居

宅において自立した日常生活を営むことができるよう，生活の質の確

保及び向上を図るとともに，安心して日常生活を過ごすことが出来る

よう，介護予防サービスを提供することを目的とします。 
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運営の方針 

事業者は，利用者の心身の状況や家庭の状況等を踏まえ，介護保険

法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき，関係する市町村や事

業者，地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りなが

ら，利用者の要支援状態の軽減や悪化防止，もしくは要介護状態とな

ることからの予防のため，適切なサービスの提供に努めます。 

 

４．提供するサービスの内容 

 介護予防訪問介護相当サービスは，訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し，入浴，

排せつや食事などの介助，調理，洗濯や掃除等の家事など，日常生活の世話を行うサ

ービスです。 

 

５．営業日及び営業時間 

営 業 日 

毎週月曜日から金曜日まで 

 ただし，国民の祝日，年末年始（12 月２９日～1 月 3 日）を除き

ます。 

営業時間 

午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

 サービス提供時間は，午前 6 時から午後 10 時までとします。ただ

し，必要に応じてサービスを提供することができます。 

 

６．事業所の職員体制 

従業者の職種 員 数 勤務の体制（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

管 理 者 １名 常 勤   午前８時３０分～午後５時１５分 

サービス提供責任者 ３名 
常 勤  訪問介護員兼務（介護福祉士)  

      午前８時３０分～午後５時１５分 

訪問介護員 １４名     

常 勤 ３名 サービス提供責任者兼務（介護福祉士） 

         （内 1 名出張所だいわ兼務） 

      午前８時３０分～午後５時１５分 

非常勤・登録 １１名 

（５名介護福祉士，1 名 1 級課程修了， 

５名 2 級課程修了） 

（内 5 名出張所だいわ勤務） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

 

７．利用者負担（利用料） 

 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり，あなた

からお支払いいただく「利用者負担金」は，原則として介護保険負担割合証に応じた

基本料金の 1 割又は 2 割の額です。ただし，介護予防・生活支援サービス事業の支給

限度額を超えてサービスを利用する場合，超えた額の全額をご負担いただきます。 

（１）介護予防訪問介護相当サービスを提供した場合の利用料は，厚生労働大臣が定

める基準になります。 
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（２）訪問介護員が通常のサービス実施地域をこえる地域に訪問する必要がある場合

には，その旅費(実費）の支払いが必要となります。ただし，自動車を使用した場

合，サービス実施地域をこえてから 1 ㎞当たり 40 円を徴収します。 

（３）利用者のご都合により解約し，事業者に損害が発生した場合には，その損害額

を請求することがあります。 

（４）キャンセル料 

   介護予防訪問介護相当サービスを当日キャンセルされた場合は，キャンセル料を 

１，０００円いただきます。ただし，体調や容体の急変など，やむを得ない事情があ

る場合は，キャンセル料は不要とします。 

（５）支払い方法 

【基本部分の利用者負担額】 

☐ 介護予防訪問介護費（Ⅰ） 要支援１・２ 

週１回程度の介護予防訪問介護相当サービスが必要とされる。 

１月の負担割合 １割の場合：１,１７６円 

２割の場合：２,３５２円 

 ３割の場合：３,５２８円 

☐ 介護予防訪問介護費（Ⅱ） 要支援１・２ 

      週２回程度の介護予防訪問介護相当サービスが必要とされる。 

      １月の負担割合 １割の場合：２,３４９円 

２割の場合：４,６９８円 

              ３割の場合：７,０４７円 

☐ 介護予防訪問介護費（Ⅲ） 要支援２ 

      週３回程度の介護予防訪問介護相当サービスが必要とされる。 

      １月の負担割合 １割の場合：３,７２７円 

２割の場合：７,４５４円 

              ３割の場合：１１,１８１円 

※ 上記の基本料金は，厚生労働大臣が告示で定める金額が上限であり，これが改 

 定された場合は，これらの基本料金も自動的に改定されます。なお，その場合 

は，事前に基本料金を書面でお知らせします。 

【加算部分の利用者負担額】 

 以下の要件を満たす場合，上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

☐ 初回加算 

    利用者が過去２ヶ月に当事業所から介護予防訪問介護相当サービスを受けて

いない場合で，サービス提供責任者が新規に訪問介護計画を作成した利用者

に，自ら訪問介護を行う場合又は，他の訪問介護員と同行訪問した場合。 

      ２００単位（１割の場合：２００円・２割の場合：４００円 

            ・３割の場合：６００円） 

☐ 介護職員等処遇改善加算Ⅳ 

    所定単位数とサービス加算率で算定した額の１４．５％加算 

    介護職員の賃金改善などの処遇改善を図る。 

☐ 中山間地域等における小規模事業所加算 

    所定単位数とサービス加算率で算定した額の１０．０％加算 
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前記（１）～（４）の料金・費用は，原則１ヶ月ごとに計算し請求させていただ

きますので，次のいずれかの方法によりお支払いください。 

ア．事業所窓口での直接お支払い。 

イ．金融機関口座からの引き落とし（翌月１５日） 

   ご利用できる金融機関：ひろしま農業協同組合（JA） 

※ 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を２ヶ月以上滞納した 

場合は，事業者は利用者に対し，1 ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払期限を定 

め，当該期日までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催 

告をすることができます。 

 

 ８．緊急時・事故発生時の対応 

（１）緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変，その他の緊急事態が生じたときは，

速やかに主治医及び家族等へ連絡を行う等，必要な措置を講じます。 

利 用 者 の  

主 治 医 

医療機関の名称  

氏 名  

所 在 地   

電 話 番 号   

緊急搬送先 

医 療 機 関 

医療機関の名称  

所 在 地   

電 話 番 号   

緊急連絡先 

氏 名  

住 所  

電 話 番 号   

昼間の連絡先   

夜間の連絡先   

（２）事故発生時の対応 

   サービスの提供により事故が発生した場合は，速やかに利用者の家族，地域包括 

支援センター（又は介護支援専門員），三原市等に連絡を行うとともに，必要な措 

置を講じます。 

（３）損害賠償について 

事業者は，介護予防訪問介護相当サービスの提供にあたって，ご利用者の生命・ 

身体・財産に損害を与えた場合には，その損害を賠償します。ただし，事業者の故 

意又は過失によらないときは，この限りではありません。 

 

９．苦情申立窓口 

苦情には，速やかに対応させていただきます。電話等いろいろな方法で苦情が受け

られます。 

苦情処理の手順について 

  ① 苦情申出者からの連絡 

     苦情申立には次の１～３の方法があります。 
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１ 職員へ申出 

２ 第三者委員へ申出 

３ 国民健康保険団体連合会・三原市高齢者福祉課・三原市社会福祉協議会

へ申出 

    ② 苦情受付担当者による苦情申出者の申出内容の確認 

      ↓ 

    ③ 苦情報告書作成 

      ↓ 

    ④ 苦情処理担当者による苦情処理内容の検討 

      ↓ 

 ⑤ 苦情処理担当者から苦情申出者の苦情処理内容の報告 

      ↓ 

    ⑥ 苦情処理内容について申出者に承認・同意を得る 

      ↓ 

    ⑦ 苦情報告書へ処理内容の記録 

      ↓ 

    ⑧ 苦情解決 

 

（１）当事業所の苦情受付 

苦情相談窓口  電  話 ０８４７－３２－７１０１ 

            場  所 三原市社会福祉協議会ヘルパーステーション久井 

            担 当 者 管理者   石田 洋史 

            受付時間 月～金 午前８時３０分～午後５時１５分 

（土曜日・日曜日及び祝日・年末年始を除く） 

（２）行政機関その他の受付機関 

三原市役所保健福祉部 

高齢者福祉課 

利用時間 月～金 午前８時３０分～午後５時１５分 

（土曜日・日曜日及び祝日・年末年始を除く） 

利用方法 電話０８４８－６７－６２４０（直通） 

場所 広島県三原市港町三丁目５番１号 

三原市役所保健福祉部高齢者福祉課 

     担当 介護保険係 

三原市社会福祉協議会 

利用時間 月～金 午前８時３０分～午後５時１５分 

     （土曜日・日曜日及び祝日・年末年始を除く） 

利用方法 電話 ０８４８－６３－０５７０ 

場所 三原市城町一丁目２番１号 

苦情解決責任者  事務局長 

広島県国民健康保険 

団体連合会 

介護福祉課・苦情相談 

利用時間 月～金 午前８時３０分～午後５時１５分 

     （土曜日・日曜日及び祝日・年末年始を除く） 

利用方法 電話 ０８２－５５４－０７８３ 

場所 広島市中区東白島町 19-49 

    国保会館 

（３）第三者委員 
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    本事業所では，地域にお住まいのつぎの方を第三者委員に選任し，地域住民の立場

 から本事業所のサービスに対するご意見などをいただいています。利用者は，本事業

 所への苦情やご意見は「第三者委員」に相談することもできます。 

＜第三者委員＞ 

名   前 連    絡    先 

垣井 龍顕 三原市本町三丁目 11－1 ℡ ０８４８－６４－４７１９ 

木曽 綾夫 三原市須波ハイツ 2－4－3 ℡ ０８４８－６９－０２４０ 

堀内   至 三原市本郷南 6 丁目 21-3 ℡ ０８４８－８６－２０２８ 

大和田照臨 三原市久井町江木 578 ℡ ０８４７－３２－８０９５ 

正田 和子 三原市大和町大草 6252 ℡ ０８４７－３４－１７６７ 

 

１０．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

第三者による評価 
１ あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり  ２ なし 

２ なし 

 

１１．衛生管理等 

事業者は，介護予防訪問介護相当サービスの提供にあたり衛生管理等を徹底するため

に，次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について，必要な管理を行います。 

（２）事業所の設備及び備品等について，衛生的な管理に努めます。 

（３）事業所において感染症が発生し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講

 じます。 

   ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を 

年２回以上開催するとともに，その結果について，従業者に周知徹底します。 

   ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

   ③従業者に対し，感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実 

   施します。 

 

１２．虐待の防止 

事業者は，利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその発生を防止するために，次に 

掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し，その結果について従

    業者に周知徹底を図っています。 

（３）虐待防止のための指針を整備しています。 

（４）従業者に対して，虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（５）サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者（現に擁護している家族・親族・

    同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は，速やかにこ 
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れを市に通報します。 

 

1３．身体拘束の禁止 

事業者は，原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし，自傷行為の恐

 れがある場合など，利用者本人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるとき

 は，利用者及び家族に対して説明し同意を得た上で，次に掲げることに留意して，必要

 最小限の範囲内で行うことがあります。また，事業者として，身体拘束を無くしていく

 ための取り組みを積極的に行います。 

（１）緊急性：直ちに身体拘束を行わなければ，利用者本人の生命・身体に危険が及ぶ

   ことが考えられる場合に限られます。 

（２）非代替性：身体拘束以外に，利用者本人の生命・身体に対して危険が及ぶことを

   防止することができない場合に限ります。 

（３）一時性：利用者本人の生命・身体に対して危険が及ぶことが無くなった場合は，

   直ちに身体拘束を解きます。 

 （４）利用者等の身体拘束等の適正化を図るため，次に掲げるとおり必要な措置を講じ

ます。 

・身体拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並

 びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

   ・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し，その結果 

    について従業者に周知徹底を図ります。 

   ・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。 

・従業者に対して，身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施しています。 

 

１４．ハラスメントの防止対策 

  事業者は，事業所で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築ける 

よう，ハラスメントを防止する為，必要な措置を講じます 

 （１）事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や，業務上必要かつ

相当な範囲を超える下記の行為は許容しません。 

ア 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

イ 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたりおとしめたりする行為 

ウ 意に沿わない性的言動，好意的態度の要求等，性的な嫌がらせ行為 

上記は，当該職員，取引先事業者の方，ご利用者及びその家族等が対象となりま 

す。 

 （２）ハラスメント事案が発生した場合，マニュアルなどを基に即座に対応し，同時案 

が発生しない為の再発防止策を検討します。 

   ア 職員に対し，ハラスメントに対する基本的な考え方について研修等を実施しま

す。 

   イ 相談窓口を設け，事業所内や介護予防支援の提供現場におけるハラスメント発 

生状況の把握に努めます。 

   ウ ハラスメントと判断された場合には，行為者に対し，関係機関への連絡，相談， 

環境改善に対する必要な措置，利用契約の解約等の措置を講じます。 
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１５．業務継続計画の策定等 

  （１）感染症や非常災害の発生時において，利用者に対する指定居宅介護支援の提供

を継続的に実施するための，及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（業務継続計画）を策定し，当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し，業務継続計画について周知するとともに，必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い，必要に応じて業務継続計画の変更を行

います。 

 

１６．秘密の保持 

（１）事業者及びその従業員は，正当な理由がない限り，利用者に対するサービスの提 

供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密を漏らしません。 

（２）事業者は，その従業員が退職後，在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘 

密を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。 

（３）事業者は，利用者の個人情報，又は利用者の家族の個人情報を用いる場合は利用 

者の家族の同意を得ない限り，サービス担当者会議等においてそれらの個人情報を 

用いません。 

 

１７．サービスの利用に当たっての留意事項 

（１）お茶やお菓子など，お心付けなどは一切ご不要です。 

（２）訪問の際はペットをゲージに入れる，リードにつなぐなどの配慮をお願いします。 

（３）見守りカメラの設置，職員の写真を撮影する場合，個人情報保護法に準じて事前 

に職員本人の同意を受けてください。 

（４）訪問中の喫煙はご遠慮ください。 

（５）ハラスメント行為などにより，健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した 

場合は，サービスの中止や契約を解除することも有ります。 

     以下のような行為はハラスメントに該当する可能性があります。 

    ①性的な話をする・必要もなく手を触れる・卑猥な言動をする等のセクシュアルハラ 

スメント行為 

    ②特定のヘルパーに嫌がらせをする，理不尽なサービスを要求する等の精神的暴力 

    ③物を投げる・刃物を向ける・服を引きちぎる・手を払いのける・怒鳴る・奇声・大 

声を出す・対象範囲外のサービスの強要など，暴力又は乱暴な言動，無理な要求 

    ④長時間の電話，ヘルパーや事務所に対して理不尽な苦情を申し立てる等の行為 
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令和   年   月   日 

 

当事業所は，重要事項説明書に基づいて，サービス内容及び重要事項を説明しました。 

 

 

居宅サービス事業者   社期福祉法人 三原市社会福祉協議会 

事業所所在地      三原市久井町和草１９０６番地１ 

名    称      三原市社会福祉協議会ヘルパーステーション久井  

 

 

 

説  明  者   サービス提供責任者                 印 

 

 

 

 

 私は，重要事項説明書に基づいて，サービス内容及び重要事項の説明を受けました。 

 

利用申込者  住所                     

 

           氏名                   印 

 

   上記署名を代行しました。 

 

代 筆 者  住所                     

 

           氏名                   印 

 

            （本人との関係            ） 


